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 附 則   

 横 浜 市 会 は 、 市 民 か ら 選 挙 で 選 ば れ た 議 員 で 構 成 さ れ る 市 民 の 代 表 で あ り 、 市

民 自 治 の 要 で あ る 。  

 日 本 国 憲 法 は 、 地 方 公 共 団 体 の 制 度 と し て 、 議 事 機 関 で あ る 議 会 を 構 成 す る 議

員 と 執 行 機 関 で あ る 長 を そ れ ぞ れ 住 民 が 直 接 選 挙 す る と い う 二 元 代 表 制 を と っ て

お り 、 議 会 と 長 と は 、 独 立 ・ 対 等 の 立 場 で 、 互 い に 尊 重 し 、 抑 制 と 均 衡 を 保 ち な

が ら 、 そ れ ぞ れ の 特 性 を 生 か し 、 適 切 に 役 割 を 果 た す こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 さ ら に 近 年 、 地 域 の こ と は 地 域 が 決 め る 市 民 自 治 を 実 現 す る た め 、 地 方 分 権 社

会 へ の 転 換 が 進 め ら れ る 中 、 我 が 国 で 最 大 の 人 口 を 有 す る 市 で あ る 横 浜 市 に お い

て は 、 大 都 市 特 有 の 課 題 を は じ め 、 高 度 に 複 雑 化 し た 多 く の 市 政 課 題 を 抱 え る に

至 っ て い る 。  

 こ の よ う な 状 況 の 下 、 横 浜 市 会 が 、 多 く の 権 限 を 有 し 、 か つ 、 責 任 を 担 う 大 都

市 の 議 会 と し て 、 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 に 対 す る 監 視 、 政 策 の 立 案 、 提 言 等 、 果

た す べ き 機 能 を 最 大 限 に 発 揮 し 、 開 か れ た 議 会 と し て い く た め に は 、 横 浜 市 会 の

伝 統 を 重 ん じ な が ら 、 既 存 の 枠 組 み に と ら わ れ な い 柔 軟 な 姿 勢 を 持 ち 、 自 ら の 改

革 及 び 機 能 強 化 に 継 続 的 に 取 り 組 ん で い か な け れ ば な ら な い 。  

 よ っ て 、 横 浜 市 会 は 、 市 民 と 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 と の 関 係 に お い て 、 横 浜 市



 

会 及 び 横 浜 市 会 議 員 が 果 た す べ き 役 割 等 を 明 確 に し 、 こ れ を 市 民 と 共 有 す る こ と

に よ り 、 市 民 の 負 託 に 的 確 に 応 え る 議 会 の 在 り 方 を 常 に 追 求 し 、 地 方 自 治 の 本 旨

で あ る 市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 勢 の 発 展 の た め 、 更 な る 取 組 の 推 進 を 決 意 し 、 こ の

条 例 を 制 定 す る 。  

   第 １ 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き 、 二 元 代 表 制 の 一 翼 を 担 う 、 合 議

制 の 議 事 機 関 で あ る 議 会 及 び 議 員 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 議 会 に 関 す

る 基 本 的 な 事 項 を 定 め 、 市 民 の 代 表 と し て の 議 会 及 び 議 員 の 活 動 の よ り 一 層 の

充 実 及 び 活 性 化 を 図 り 、 市 民 の 負 託 に 的 確 に 応 え る こ と に よ り 、 市 民 福 祉 の 向

上 及 び 市 勢 の 発 展 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 基 本 理 念 ）  

第 ２ 条  議 会 は 、 市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。 ） と 対 等 の 立

場 に あ る 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ り 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価

並 び に 政 策 の 立 案 、 提 言 及 び 決 定 （ 以 下 「 政 策 立 案 等 」 と い う 。 ） に 係 る 機 能

を 有 す る 機 関 と し て 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 把 握 し 、 市 政 に 反 映 し 得 る 合 議 体

と し て の 特 性 を 最 大 限 に 生 か す こ と に よ り 、 市 民 自 治 の 観 点 か ら 、 真 の 地 方 自

治 を 実 現 す る も の と す る 。  

   第 ２ 章  議 会 及 び 議 員  

 （ 議 会 の 役 割 及 び 活 動 原 則 ）  

第 ３ 条  議 会 は 、 市 民 を 代 表 す る 合 議 制 の 議 事 機 関 と し て の 特 性 を 踏 ま え 、 次 に

掲 げ る 役 割 を 担 う も の と す る 。  

(1) 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ９ ６ 条 の

規 定 に よ り 議 決 す べ き 事 件 に 係 る 議 案 の 審 議 及 び 審 査 に よ り 横 浜 市 （ 以 下 「  

市 」 と い う 。 ） の 意 思 決 定 を 行 う こ と 。  

(2) 議 案 等 （ 前 号 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 審 議 及 び 審 査 に よ り 横 浜 市 会 の

意 思 決 定 を 行 う こ と 。  

(3) 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 を 行 う こ と 。  

(4) 政 策 立 案 等 を 行 う こ と 。  

(5) 意 見 書 の 提 出 、 決 議 等 に よ り 、 国 、 神 奈 川 県 、 関 係 機 関 等 （ 以 下 「 国 等 」



 

と い う 。 ） へ の 意 見 表 明 等 を 行 う こ と 。  

(6) 政 策 提 携 、 相 互 理 解 、 親 善 等 を 深 め る た め 、 国 内 外 の 都 市 間 交 流 を 行 う こ

と 。  

２  議 会 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 役 割 を 果 た す た め 、 次 に 掲 げ る 原 則 に 基 づ き 活 動

す る も の と す る 。 

(1) 議 会 活 動 の 公 正 性 及 び 透 明 性 を 確 保 す る こ と 。 

(2) 議 会 と し て の 合 意 形 成 を 目 指 し て 審 議 を 尽 く す こ と 。  

(3) 市 政 の 課 題 並 び に 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 の 内 容 に つ い て 、 市 民 へ の 説 明 責

任 を 果 た す こ と 。 

(4) 議 会 の 役 割 を 不 断 に 追 求 し 、 議 会 改 革 に 継 続 的 に 取 り 組 む こ と 。 

 （ 議 員 の 役 割 及 び 活 動 原 則 ）  

第 ４ 条  議 員 は 、 市 民 か ら 選 挙 に よ り 選 ば れ た 公 職 に あ る 者 と し て 、 合 議 制 の 議

事 機 関 で あ る 議 会 を 構 成 す る 一 員 と し て 、 次 に 掲 げ る 役 割 を 担 う も の と す る 。  

(1) 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 を 行 う こ と 。 

(2) 市 の 政 策 形 成 に 係 る 調 査 研 究 、立 案 及 び 提 言 並 び に 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に

対 す る 監 視 及 び 評 価 を 行 う こ と 。 

(3) 各 区 の 実 情 等 の 把 握 に 努 め 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 市 政 に 反 映 さ せ る こ と 

 。 

２  議 員 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 役 割 を 果 た す た め 、 次 に 掲 げ る 原 則 に 基 づ き 活 動

す る も の と す る 。 

(1) 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 的 確 に 把 握 し 、 市 政 全 体 を 見 据 え た 幅 広 い 視 点 及 び

長 期 的 な 展 望 を 持 っ て 的 確 な 判 断 を 行 う こ と 。 

(2) 議 会 が 言 論 の 場 で あ る こ と 及 び 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ る こ と を 踏 ま え 、 市

民 の 代 表 と し て 議 員 間 で 活 発 に 討 議 を 行 う な ど 、 議 会 で 十 分 な 審 議 を 尽 く す

こ と 。 

(3) 自 ら の 資 質 の 向 上 に 不 断 に 努 め る と と も に 、 高 い 倫 理 性 を 常 に 確 立 し 、 誠

実 か つ 公 正 に 職 務 を 遂 行 し 、 議 会 及 び 自 ら の 活 動 を 市 民 に 分 か り や す く 説 明

す る こ と 。 

   第 ３ 章  議 会 運 営  

 （ 議 会 運 営 に 関 す る 原 則 ）  



 

第 ５ 条  議 会 は 、 そ の 活 動 の 公 正 性 及 び 透 明 性 を 確 保 し 、 多 様 な 観 点 か ら の 、 市

長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び に 政 策 立 案 等 に 係 る 機 能 を 十 分 に

発 揮 す る こ と が で き る よ う 、 円 滑 か つ 効 果 的 な 運 営 に 努 め 、 合 議 制 の 議 事 機 関

で あ る 議 会 の 役 割 を 果 た す も の と す る 。  

（ 会 期 ）  

第 ６ 条  議 会 は 、 市 政 の 課 題 等 に 的 確 か つ 柔 軟 に 対 応 し 、 主 体 的 か つ 機 動 的 な 活

動 を 展 開 す る た め 、 十 分 に 審 議 等 を 尽 く す こ と が で き る 会 期 を 定 め る も の と す

る 。  

 （ 委 員 会 ）  

第 ７ 条  委 員 会 は 、 議 案 等 の 審 査 並 び に そ の 部 門 に 属 す る 事 務 及 び 市 政 の 課 題 に

関 す る 調 査 を 適 切 か つ 迅 速 に 行 い 、 そ の 権 能 を 十 分 に 発 揮 す る も の と す る 。  

２  委 員 は 、 委 員 間 に お け る 討 議 等 を 通 じ て 、 そ の 部 門 に 属 す る 市 長 等 の 事 務 の

執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び に 政 策 の 立 案 及 び 提 言 を 積 極 的 に 行 う も の と す

る 。  

 （ 会 派 ）  

第 ８ 条  議 員 は 、 政 策 立 案 等 に 資 す る た め 、 そ の 理 念 を 共 有 す る ２ 人 以 上 の 議 員

を も っ て 会 派 を 結 成 す る こ と が で き る 。  

２  会 派 は 、 政 策 立 案 等 に 関 し 、 必 要 に 応 じ て 、 会 派 （ 会 派 に 所 属 し な い 議 員 を

含 む 。 ） 間 で 調 整 を 行 い 、 少 数 意 見 に 配 慮 す る 等 、 合 意 形 成 に 努 め 、 円 滑 か つ

効 果 的 な 議 会 運 営 を 図 る も の と す る 。  

   第 ４ 章  市 民 と 議 会  

 （ 市 民 と の 関 係 ）  

第 ９ 条  議 会 は 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 把 握 し 、 政 策 立 案 等 そ の 他 の 活 動 に 反 映

さ せ る と と も に 、 市 民 が 議 会 の 活 動 に 参 加 す る 機 会 の 充 実 を 図 る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 、 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 等 に 反 映 さ せ る た め  

、 公 聴 会 及 び 参 考 人 の 制 度 等 の 活 用 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 広 報 及 び 広 聴 の 充 実 ）  

第 １ ０ 条  議 会 は 、 そ の 活 動 に 関 し 、 情 報 通 信 技 術 の 発 達 を 踏 ま え た 多 様 な 手 段

を 活 用 す る こ と に よ り 、 広 報 及 び 広 聴 の 充 実 に 努 め る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 そ の 活 動 に 関 す る 広 報 及 び 広 聴 の 内 容 及 び 在 り 方 に つ い て 常 に 検 証



 

し 、 こ れ ら の よ り 一 層 の 充 実 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 公 開 ）  

第 １ １ 条  議 会 は 、 市 民 に 対 し 情 報 を 公 開 す る こ と を 積 極 的 に 進 め る た め 、 あ ら

か じ め 会 議 等 の 日 程 、 議 題 等 を 市 民 に 周 知 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ

る 会 議 等 の 生 中 継 及 び 録 画 中 継 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 会 議 等 で 用 い た 議 案 、 資 料 等 及 び 会 派 等 に お け る 議 案 等 の 賛 否 を 積

極 的 か つ 速 や か に 公 開 す る も の と す る 。  

   第 ５ 章  議 会 と 市 長 等 と の 関 係  

 （ 市 長 等 と の 関 係 ）  

第 １ ２ 条  議 会 は 、 二 元 代 表 制 の 下 、 市 長 等 と 対 等 で 緊 張 感 の あ る 関 係 を 構 築 し  

、 多 様 な 観 点 か ら 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び に 政 策 立 案

等 を 行 う こ と に よ り 、 市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 勢 の 発 展 に 取 り 組 む も の と す る 。  

 （ 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 議 決 事 件 ）  

第 １ ３ 条  法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 基 本 構 想 （ 市 政 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 運 営 を 図 る た め に 長 期 的 な 展 望 に 立

っ て 定 め る 構 想 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 策 定 、 変 更 （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 以

下 同 じ 。 ） 又 は 廃 止 

(2) 基 本 計 画 （ 基 本 構 想 に 基 づ き 市 政 全 般 に 係 る 政 策 及 び 施 策 の 基 本 的 な 方 向

を 総 合 的 か つ 体 系 的 に 定 め る 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 策 定 、 変 更 又 は 廃

止 

(3) 市 政 の 各 分 野 に お け る 政 策 及 び 施 策 の 基 本 的 な 方 向 を 定 め る 計 画 、 指 針 等

（当 該 計 画 、 指 針 等の 期 間 が ３ 年 以 上 の も の の う ち 、 市 政 運 営 上 特 に 重 要 な

も の に 限 る 。 ） の 策 定 、 変 更 又 は 廃 止 

 （ 議 会 へ の 説 明 等 ）  

第 １ ４ 条  市 長 等 は 、 予 算 を 調 製 し た と き 、 又 は 基 本 構 想 、 基 本 計 画 若 し く は 前

条 第 ３ 号 に 規 定 す る 計 画 、 指 針 等 に つ い て 基 本 方 針 、 素 案 等 を 作 成 し た と き は  

、 議 会 に そ の 内 容 を 説 明 す る も の と す る 。  

２  市 長 等 は 、 議 会 又 は 議 員 か ら 、 市 長 等 が 執 行 す る 事 務 に 関 す る 資 料 の 提 出 又

は 説 明 の 要 求 が あ っ た と き は 、 誠 実 に 対 応 す る も の と す る 。  



 

３  市 長 等 は 、 海 外 諸 都 市 と の 間 に 姉 妹 都 市 、 友 好 都 市 又 は こ れ ら に 類 す る 関 係

を 提 携 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 議 会 に 説 明 す る も の と す る 。  

 （ 監 視 及 び 評 価 ）  

第 １ ５ 条  議 会 は 、 議 決 、 調 査 、 検 査 そ の 他 の 権 限 を 行 使 す る こ と に よ り 、 市 長

等 の 事 務 の 執 行 が 、 適 正 か つ 効 率 的 及 び 効 果 的 に 行 わ れ て い る か ど う か に つ い

て 監 視 す る と と も に 、 そ の 効 果 又 は 成 果 に つ い て 評 価 し 、 必 要 と 認 め る と き は  

、 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る も の と す る 。  

 （ 政 策 立 案 等 ）  

第 １ ６ 条  議 会 は 、 議 員 及 び 委 員 会 か ら の 提 案 に よ る 条 例 の 制 定 、 決 議 、 質 疑 等

を 通 じ て 、 積 極 的 に 政 策 立 案 等 を 行 う も の と す る 。  

   第 ６ 章  議 会 の 災 害 対 応  

 （ 災 害 時 の 体 制 の 整 備 ）  

第 １ ７ 条  議 会 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 か ら 、 市 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産

を 保 護 し 、 並 び に 市 民 生 活 の 平 穏 を 確 保 す る た め 、 総 合 的 か つ 機 動 的 な 活 動 が

図 ら れ る よ う 、 市 長 等 と 協 力 し 、 大 規 模 災 害 等 の 発 生 時 に お け る 議 会 と し て の

体 制 の 整 備 を 図 る も の と す る 。  

 （ 災 害 時 の 議 会 の 役 割 ）  

第 １ ８ 条  議 会 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 市 民 の 生 活 基

盤 の 回 復 、 整 備 等 に 必 要 な 予 算 を 迅 速 に 定 め る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 国 等

と 連 携 を 図 り 、 災 害 か ら の 復 興 に 向 け 積 極 的 な 役 割 を 果 た す よ う 取 り 組 む も の

と す る 。  

２  議 長 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 必 要 に 応 じ て 、 議 員

に よ る 協 議 、 調 整 等 を 行 う た め の 組 織 を 設 置 す る も の と す る 。  

３  議 会 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 状 況 を 調 査 し 、 市 民

の 意 見 、 要 望 等 を 的 確 に 把 握 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 市 長 又 は 国 等 に 対

し 、 提 案 、 提 言 、 要 望 等 を 行 う も の と す る 。  

 （ 災 害 時 の 議 員 の 役 割 ）  

第 １ ９ 条  議 員 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 議 長 へ 自 ら の

安 否 及 び 所 在 を 明 ら か に す る た め 、 連 絡 す る も の と す る 。  

２  議 員 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 地 域 に お け る 被 災 者



 

の 安 全 の 確 保 、 避 難 所 へ の 誘 導 又 は 避 難 所 に 対 す る 支 援 を 行 う な ど 、 地 域 の 一

員 と し て 共 助 の 取 組 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  議 員 は 、 大 規 模 災 害 等 の 緊 急 の 事 態 が 発 生 し た と き は 、 地 域 に お け る 被 災 状

況 、 被 災 者 の 要 望 等 の 情 報 収 集 に 努 め 、 必 要 に 応 じ て 、 議 長 に 報 告 す る も の と

す る 。  

   第 ７ 章  議 会 の 体 制 整 備  

 （ 議 会 の 機 能 強 化 ）  

第 ２ ０ 条  議 会 は 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び に 政 策 立 案 等

に 係 る 機 能 を 強 化 す る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 前 項 に 規 定 す る 機 能 の 強 化 を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 図 る た め 、 そ の 活

動 に 当 た っ て は 、 情 報 通 信 技 術 の 発 達 を 踏 ま え た 多 様 な 手 段 を 活 用 す る も の と

す る 。  

 （ 他 の 指 定 都 市 の 議 会 と の 連 携 ）  

第 ２ １ 条  議 会 は 、 大 都 市 特 有 の 課 題 の 解 決 に 資 す る た め 、 他 の 指 定 都 市 （ 法 第

252 条 の １ ９ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 都 市 を い う 。 ） の 議 会 と の 政 策 連 携 、 情 報

交 換 等 を 推 進 す る も の と す る 。  

（ 区 行 政 と の 関 わ り ）  

第 ２ ２ 条  議 会 は 、 区 ご と に 、 当 該 区 に お い て 選 出 さ れ た 議 員 に よ り 構 成 さ れ る

区 づ く り 推 進 横 浜 市 会 議 員 会 議 を 設 置 す る 。  

２  区 づ く り 推 進 横 浜 市 会 議 員 会 議 は 、 個 性 あ る 区 づ く り の 推 進 に 係 る 予 算 の 編

成 及 び 執 行 並 び に 当 該 区 の 主 要 事 業 に つ い て 協 議 す る も の と す る 。  

３  常 任 委 員 会 及 び 特 別 委 員 会 は 、 議 案 等 の 審 査 又 は そ の 部 門 に 属 す る 事 務 に 関

す る 調 査 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 す る 区 長 の 出 席 を 求 め る こ

と が で き る も の と す る 。  

４  議 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 区 行 政 に つ い て 具 体 的 か つ 個 別 的 に 検

討 す る 場 を 設 置 す る も の と す る 。  

 （ 学 識 経 験 者 等 の 活 用 ）  

第 ２ ３ 条  議 会 は 、 会 議 等 に お け る 審 議 の 充 実 、 市 長 等 の 事 務 に 関 す る 調 査 、 政

策 の 立 案 に 係 る 機 能 の 強 化 又 は 政 策 の 効 果 の 評 価 に 資 す る た め 、 法 第 100 条 の

２ の 規 定 に 基 づ く 学 識 経 験 を 有 す る 者 等 に よ る 専 門 的 事 項 に 係 る 調 査 を 積 極 的



 

に 活 用 す る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 専 門 的 事 項 に 関 す る 調 査 が 必 要 と 認 め る と き は 、 議 決 に よ り 、 学 識

経 験 を 有 す る 者 等 に よ り 構 成 さ れ る 調 査 機 関 を 設 置 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

（ 議 員 連 盟 ）  

第 ２ ４ 条  議 員 は 、 特 定 の 市 政 の 課 題 等 に つ い て 共 同 し て 調 査 研 究 を 行 う こ と を

目 的 と し て 、 こ れ に 賛 同 す る 議 員 に よ り 構 成 さ れ る 団 体 （ 以 下 「 議 員 連 盟 」 と

い う 。 ） を 結 成 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  議 員 連 盟 を 結 成 し た と き は 、 そ の 代 表 者 は 、 規 約 等 を 添 え て 、 そ の 旨 を 議 長

に 届 け 出 る も の と す る 。  

３  議 員 連 盟 は 、 会 派 を 超 え て 多 数 の 議 員 が 参 加 す る よ う 努 め る こ と に よ り 、 調

査 研 究 が よ り 広 範 に わ た り 、 か つ 効 率 的 に 行 わ れ 、 そ の 活 動 を 通 じ て 市 政 の 課

題 等 に 関 す る 議 員 間 の 共 通 認 識 を 深 め る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 研 修 及 び 調 査 研 究 ）  

第 ２ ５ 条  議 員 は 、 議 案 等 の 審 査 及 び 政 策 立 案 等 に 関 す る 能 力 の 向 上 の た め 、 議

員 派 遣 （ 法 第 100 条 第 １ ３ 項 の 規 定 に よ る 議 員 の 派 遣 を い う 。 ） を 積 極 的 に 活

用 す る な ど 、 必 要 な 研 修 及 び 調 査 研 究 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 議 会 局 の 強 化 ）  

第 ２ ６ 条  議 会 は 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び に 政 策 立 案 等

に 係 る 機 能 を 強 化 し 、 議 会 活 動 を 円 滑 か つ 効 果 的 に 行 う た め 、 議 会 局 の 機 能 及

び 組 織 体 制 の 強 化 に 努 め る も の と す る 。  

（ 議 会 図 書 室 の 強 化 ）  

第 ２ ７ 条  議 会 は 、 議 員 の 調 査 研 究 に 資 す る た め 、 図 書 そ の 他 の 資 料 を 収 集 し 、

整 理 す る 議 会 図 書 室 を 適 正 に 管 理 運 営 す る と と も に 、 そ の 機 能 の 強 化 を 図 る も

の と す る 。  

   第 ８ 章  政 治 倫 理 等  

 （ 政 治 倫 理 ）  

第 ２ ８ 条  議 員 は 、 市 民 の 負 託 に 応 え る た め 、 政 治 倫 理 の 向 上 に 努 め 、 公 正 か つ

誠 実 に 職 責 を 全 う す る と と も に 、 市 民 の 代 表 と し て 良 心 及 び 責 任 感 を 持 っ て 、

品 位 を 保 持 し 、 識 見 を 養 う よ う 努 め る も の と す る 。  



 

 （ 議 員 定 数 ）  

第 ２ ９ 条  議 員 定 数 に つ い て は 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に 対 す る 監 視 及 び 評 価 並 び

に 政 策 立 案 等 に 係 る 機 能 を 確 保 し 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 市 政 に 反 映 さ せ る な

ど 、 議 会 と し て そ の 責 務 を 果 た す べ き 議 員 数 を 考 慮 し 、 別 に 条 例 で 定 め る も の

と す る 。  

 （ 議 員 報 酬 ）  

第 ３ ０ 条  議 員 報 酬 に つ い て は 、 市 の 財 政 規 模 及 び 事 務 の 範 囲 、 議 会 活 動 及 び 議

員 活 動 に 専 念 す る こ と が で き る 制 度 的 な 保 障 と し て の 性 質 を 有 す る こ と 、 公 選

に よ る 職 務 の 特 性 及 び 責 任 等 を 考 慮 し 、 別 に 条 例 で 定 め る も の と す る 。  

 （ 政 務 活 動 費 ）  

第 ３ １ 条  会 派 及 び 議 員 は 、 議 会 活 動 の 活 性 化 を 図 る た め 、 政 務 活 動 費 を 活 用 し  

、 調 査 研 究 そ の 他 の 活 動 を 積 極 的 に 行 い 、 議 会 機 能 の 強 化 に 努 め る も の と す る  

。 こ の 場 合 に お い て 、 会 派 及 び 議 員 は 、 政 務 活 動 費 の 使 途 の 透 明 性 を 十 分 に 確

保 す る も の と す る 。  

２  政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 事 項 は 、 別 に 条 例 で 定 め る も の と す る 。  

   第 ９ 章  補 則  

 （ 他 の 条 例 等 と の 関 係 ）  

第 ３ ２ 条  議 会 に 関 す る 他 の 条 例 、 規 則 等 の 制 定 又 は 改 廃 に 当 た っ て は 、 こ の 条

例 の 趣 旨 を 尊 重 し 、 こ の 条 例 に 定 め る 事 項 と の 整 合 性 の 確 保 を 図 ら な け れ ば な

ら な い も の と す る 。  

 （ 見 直 し 等 ）  

第 ３ ３ 条  議 会 は 、 こ の 条 例 の 目 的 の 達 成 状 況 そ の 他 議 会 活 動 及 び 議 員 活 動 に つ

い て 不 断 の 検 証 に 努 め 、 市 民 の 意 見 、 社 会 情 勢 そ の 他 状 況 の 変 化 を 踏 ま え 、 必

要 に 応 じ て 、 こ の 条 例 の 見 直 し そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に 関 す る 条 例

の 廃 止 ） 

２  地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に 関 す る 条 例



 

（ 昭 和 ２ ７ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ ６ 号 ） は 、 廃 止 す る 。 

 

   提  案  理  由  

地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き 、 二 元 代 表 制 の 一 翼 を 担 う 、 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ る

議 会 及 び 議 員 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 議 会 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 を 定 め  

、 市 民 の 代 表 と し て の 議 会 及 び 議 員 の 活 動 の よ り 一 層 の 充 実 及 び 活 性 化 を 図 り 、

市 民 の 負 託 に 的 確 に 応 え る こ と に よ り 、 市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 勢 の 発 展 に 資 す る

た め 、 横 浜 市 議 会 基 本 条 例 を 制 定 し た い の で 提 案 す る 。  

 


